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事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（1/12） 

 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（安全避難通路等） 

第十三条 加工施設には、次に掲げる設備を設けなけ

ればならない。  

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文） 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

非常用設備は，非常用所内電源設備，自動火災報知設

備，非常用放送設備，消火設備，緊急時通信設備及び

避難・誘導設備で構成する。 

 

(添付書類五) 

チ．その他の安全設計 

（ニ）事故等に対する考慮 

   事故等に対応した以下の対策を講ずる。 

（４）事故時に放射線業務従事者等が速やかに退避で

きるよう，通常の照明用電源が喪失した場合で

も機能を失うことのない避難用の照明を有し，

かつ，単純，明確，永続性のある標識のついた

安全退避通路を設ける。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．加工施設の一般構造 

⑤ 安全避難通路等 

ＭＯＸ燃料加工施設には，その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に識別でき

る安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわない照明設備の

避難・誘導設備を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜

及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事

故対策のための作業が可能となるよう，避難・

誘導設備とは別に作業用の照明を設ける設計と

する。設計基準事故に対処するために，中央監

視室，制御第１室及び制御第４室（以下「中央

監視室等」という。）には，作業用の照明とし

て運転保安灯を設ける設計とする。中央監視室

の運転保安灯は，外部からの電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわないように，非

常用所内電源設備の非常用発電機及び非常用無

停電電源装置から電力を供給できる設計とし，

制御第１室及び制御第４室の運転保安灯は，非

常用所内電源設備の非常用発電機及び内蔵する

蓄電池から電力を供給できる設計とすることに

より，外部からの電源が喪失した場合において

も連続して点灯することが可能な設計とする。

また，現場作業の緊急性との関連において，可

搬型照明の準備に時間的猶予がある場合には，

可搬型照明を活用する。これらの設計において

は，設計基準において想定する事故に対して，

ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能が損なわれない

（安全機能を有する施設が安全機能を損なわな

い。）ために必要な重大事故等対処施設，設備

等への措置を含める。 

 
ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

(２) 照明設備 

① 構造 

照明設備は，避難に用いる避難・誘導設備並び

に事故が発生した場合の作業用の照明である運転

保安灯で構成し，避難・誘導設備は，人の立ち入

る区域から，出口に至る通路，階段及び踊り場に

設ける設計とする。また，避難・誘導設備は，外

部電源喪失時には，蓄電池から給電できる設計と

する。 

照明設備には本設備を運転する上で必要な盤類

を含む。 

② 主要な設備・機器の種類 

ａ．避難・誘導設備 

(ａ) 誘導灯 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋 

ⅱ．個数 

１式 

  

 

 

 

・「その位置を明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路」については、「避

難・誘導設備で構成する。」として既許可申請書本文

ト項に記載している。 

上記本文記載事項に対する設計方針として、既許可申

請書類五「チ．その他の安全設計」に、事故時に従事

者等が速やかに退避できるよう、単純、明確、永続性

のある標識のついた安全退避通路を設けることを記載

している。 

 

したがって、指針から明確化されたものは、許可実績

等で満たしていると考えられえる。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（内容の明確化）】 

安全避難通路の要求事項に対する，設計方針を明確化

するため，規則解釈の要求事項に合わせた表現の見直

し（内容の明確化）であり，適合方針は既許可の設計

内容を変えるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（2/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 非常用照明 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋 

ⅱ．個数 

１式 

ｂ．運転保安灯 

(ａ) 設置場所 

制御第１室，制御第４室及び中央監視室 

(ｂ) 個数 

１式 

 

添５ ト．その他の加工設備の付属施設 

(２) 照明設備 

（１）概要 

ＭＯＸ燃料加工施設には，その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に識別でき

る安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわない照明設備の

避難・誘導設備を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜

及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事

故対策のための作業が可能となるよう，避難・

誘導設備とは別に作業用の照明を設ける設計と

する。 

（２）設計方針 

①ＭＯＸ燃料加工施設には，人の立ち入る区

域から出口までの通路，階段及び踊り場を安全

避難通路として設定し，その位置を明確かつ恒

久的に表示することにより容易に識別できる設

計とする。 

避難・誘導設備として誘導灯及び非常用照明

を設ける設計とする。誘導灯及び非常用照明

は，外部からの電源が喪失した場合においても

その機能を損なわないように蓄電池を内蔵した

設計とする。 

②ＭＯＸ燃料加工施設には，設計基準事故等

が発生した場合に用いる照明として次のような

作業用の照明を設ける設計とする。また，作業

用の照明については，事故等で作業が必要とな

る場所及びアクセスルートの照明を確保でき，

昼夜及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設で

事故対策のための作業が生じた場合に作業が可

能な設計とする。 

（３）主要設備の仕様 

照明設備の主要設備の仕様を添５第 44表に示

す。 

（４）主要設備 

①避難・誘導設備 

  ａ．誘導灯 

消防法で規定される避難口及び避難通路に

は，避難・誘導設備として誘導灯を設ける設計

とする。誘導灯は，外部からの電源が喪失した

場合においてもその機能を損なわないように蓄

電池を内蔵した設計とする。 

ｂ．非常用照明 

建築基準法で規定される居室，居室から地上

へ至る通路，階段及び踊り場には，避難・誘導

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（3/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備として非常用照明を設ける設計とする。非

常用照明は，外部からの電源が喪失した場合に

おいてもその機能を損なわないように蓄電池を

内蔵した設計とする。 

②運転保安灯 

中央監視室の運転保安灯は，外部からの電源

が喪失した場合においてもその機能を損なわな

いように，非常用所内電源設備の非常用発電機

及び非常用無停電電源装置から電力を供給でき

る設計とし，制御第１室及び制御第４室の運転

保安灯は，非常用所内電源設備の非常用発電機

及び内蔵する蓄電池から電力を供給できる設計

とすることにより，外部からの電源が喪失した

場合においても連続して点灯することが可能な

設計とする。  

運転保安灯は，非常用所内電源設備の非常用無

停電電源装置又は内蔵する蓄電池から電力を供

給できる設計とすることにより，全交流電源喪

失時から重大事故等に対処する前までの間，点

灯することが可能な設計とする。 

 

（５）試験・検査 

照明設備は，ＭＯＸ燃料加工施設の運転中又

は停止中に、機能を確認する。また，安全機能

を維持するため，適切な保守及び修理を実施す

る。 

 

（６）評価 

① 外部からの電源が喪失した場合においてもそ

の機能を損なわないように蓄電池を内蔵した誘

導灯及び非常用照明を設けることで確実に避難

できる設計とする。 

② 中央監視室，制御第１室及び制御第４室は，

運転保安灯を設けることで設計基準事故が発生

した場合においても，事故対策のために必要な

作業をすることができる設計とする。 

 

添５ (ホ) ＭＯＸ燃料加工施設に関する「加工施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」への適合

性 

(１) 安全機能を有する施設 

⑫ 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十三条 加工施設には、次に掲げる設備を設けなけ

ればならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損

なわない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号

の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

ＭＯＸ燃料加工施設の建屋内には，安全避難通

路を設ける設計とする。また，安全避難通路に

は，必要に応じて，単純，明確，永続性のある標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（4/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

識並びに非常用照明及び誘導灯を設け，その位置

を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識

別できる設計とする。 

第１項第２号について 

ＭＯＸ燃料加工施設には，照明用電源が喪失し

た場合においても機能を損なわない避難用照明と

して，誘導灯及び非常用照明を設ける設計とし，

誘導灯及び非常用照明は，非常用所内電源設備の

非常用発電機若しくは灯具に内蔵した蓄電池から

の給電により，外部からの電源が喪失した場合に

おいてもその機能を損なわない設計とする。 

第１項第３号について 

ＭＯＸ燃料加工施設には，昼夜及び場所を問わ

ず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事故対策のための作

業が可能となるよう，設計基準事故が発生した場

合に用いる作業用の照明（前号の避難用照明を除

く。）及びその専用の電源を設ける設計とする。  

ＭＯＸ燃料加工施設としては，設計基準事故が

発生した場合において，ＭＯＸ燃料加工施設の状

態を監視するために必要な中央監視室等には，運

転保安灯を設ける設計とし，必要な監視が確実に

行えるように非常用照明と同等以上の照度を有す

る設計とする。 

中央監視室の運転保安灯は，外部からの電源が

喪失した場合においてもその機能を損なわないよ

うに，非常用所内電源設備の非常用発電機及び非

常用無停電電源装置から電力を供給できる設計と

し，制御第１室及び制御第４室の運転保安灯は，

非常用所内電源設備の非常用発電機及び内蔵する

蓄電池から電力を供給できる設計とすることによ

り，外部からの電源が喪失した場合においても連

続して点灯することが可能な設計とする。 

運転保安灯は，非常用所内電源設備の非常用無

停電電源装置又は内蔵する蓄電池から電力を供給

できる設計とすることにより，全交流電源喪失時

から重大事故等に対処する前までの間，点灯する

ことが可能な設計とする。 

また，現場作業の緊急性との関連において，設

計基準事故の収束後の火災の鎮火確認等，現場作

業が必要となり，可搬型照明の準備に時間的猶予

がある場合には，中央監視室等に配備する可搬型

照明を活用する設計とする。 

これらの作業用の照明により，設計基準事故等

で作業が必要となる場所及びそのアクセスルート

の照明を確保でき，昼夜及び場所を問わず，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設で事故対策のための作業が可能と

なる設計とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（5/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
第十三条 加工施設には、次に掲げる設備を設けなけ

ればならない。 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損

なわない避難用の照明 

(解釈) 

２．第２号に規定する「照明用の電源が喪失した場合

においても機能を損なわない避難用の照明」とは、そ

の電力が非常用電源から供給される照明装置又は電源

を内蔵した照明装置をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文） 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

非常用設備は，非常用所内電源設備，自動火災報知設

備，非常用放送設備，消火設備，緊急時通信設備及び

避難・誘導設備で構成する。 

 

(添付書類五) 

チ．その他の安全設計 

(ニ) 事故時に対する考慮 

(４) 事故時に放射線業務従事者等が速やかに退避で

きるよう，通常の照明用電源が喪失した場合で

も機能を失うことのない退避用の照明を有し，

かつ，単純，明確，永続性のある標識のついた

安全退避通路を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．加工施設の一般構造 

⑤ 安全避難通路等 

ＭＯＸ燃料加工施設には，その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に識別でき

る安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわない照明設備の

避難・誘導設備を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜

及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事

故対策のための作業が可能となるよう，避難・

誘導設備とは別に作業用の照明を設ける設計と

する。設計基準事故に対処するために，中央監

視室，制御第１室及び制御第４室（以下「中央

監視室等」という。）には，作業用の照明とし

て運転保安灯を設ける設計とする。中央監視室

の運転保安灯は，外部からの電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわないように，非

常用所内電源設備の非常用発電機及び非常用無

停電電源装置から電力を供給できる設計とし，

制御第１室及び制御第４室の運転保安灯は，非

常用所内電源設備の非常用発電機及び内蔵する

蓄電池から電力を供給できる設計とすることに

より，外部からの電源が喪失した場合において

も連続して点灯することが可能な設計とする。

また，現場作業の緊急性との関連において，可

搬型照明の準備に時間的猶予がある場合には，

可搬型照明を活用する。これらの設計において

は，設計基準において想定する事故に対して，

ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能が損なわれない

（安全機能を有する施設が安全機能を損なわな

い。）ために必要な重大事故等対処施設，設備

等への措置を含める。 

 
ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

(２) 照明設備 

① 構造 

照明設備は，避難に用いる避難・誘導設備並び

に事故が発生した場合の作業用の照明である運転

保安灯で構成し，避難・誘導設備は，人の立ち入

る区域から，出口に至る通路，階段及び踊り場に

設ける設計とする。また，避難・誘導設備は，外

部電源喪失時には，蓄電池から給電できる設計と

する。 

照明設備には本設備を運転する上で必要な盤類

を含む。 

② 主要な設備・機器の種類 

ａ．避難・誘導設備 

(ａ) 誘導灯 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋 

ⅱ．個数 

１式 

  

(ｂ) 非常用照明 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋 

・「照明用の電源が喪失した場合においても機能を損

なわない避難用の照明」については、「避難・誘導設

備で構成」として既許可申請書本文ト項に記載してい

る。 

したがって、指針から明確化されたものは、既許可実

績等で満たしていると考えられる。 

 

・「非常用電源から供給される照明装置又は電源を内

蔵した照明装置」については、既許可申請書添付書類

五「チ．その他の安全設計」に、通常の照明用電源が

喪失した場合でも機能を失うことのない退避用の照明

を有することを記載している。 

 

したがって、指針から明確化されたものは、既許可実

績等で満たしていると考えられる。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の明確化を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（内容の明確化）】 

安全避難通路の要求事項に対する，設計方針を明確化

するため，規則解釈の要求事項に合わせた記載の適正

化であり，適合方針は既許可の設計内容を変えるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（6/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．個数 

１式 

ｂ．運転保安灯 

(ａ) 設置場所 

制御第１室，制御第４室及び中央監視室 

(ｂ) 個数 

１式 

 

 

添５ ト．その他の加工設備の付属施設 

(２) 照明設備 

（１）概要 

ＭＯＸ燃料加工施設には，その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に識別でき

る安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわない照明設備の

避難・誘導設備を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜

及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事

故対策のための作業が可能となるよう，避難・

誘導設備とは別に作業用の照明を設ける設計と

する。 

（２）設計方針 

①ＭＯＸ燃料加工施設には，人の立ち入る区

域から出口までの通路，階段及び踊り場を安全

避難通路として設定し，その位置を明確かつ恒

久的に表示することにより容易に識別できる設

計とする。 

避難・誘導設備として誘導灯及び非常用照明

を設ける設計とする。誘導灯及び非常用照明

は，外部からの電源が喪失した場合においても

その機能を損なわないように蓄電池を内蔵した

設計とする。 

②ＭＯＸ燃料加工施設には，設計基準事故等

が発生した場合に用いる照明として次のような

作業用の照明を設ける設計とする。また，作業

用の照明については，事故等で作業が必要とな

る場所及びアクセスルートの照明を確保でき，

昼夜及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設で

事故対策のための作業が生じた場合に作業が可

能な設計とする。 

（３）主要設備の仕様 

照明設備の主要設備の仕様を添５第 44表に示

す。 

（４）主要設備 

①避難・誘導設備 

  ａ．誘導灯 

消防法で規定される避難口及び避難通路に

は，避難・誘導設備として誘導灯を設ける設計

とする。誘導灯は，外部からの電源が喪失した

場合においてもその機能を損なわないように蓄

電池を内蔵した設計とする。 

ｂ．非常用照明 

建築基準法で規定される居室，居室から地上

へ至る通路，階段及び踊り場には，避難・誘導

設備として非常用照明を設ける設計とする。非

常用照明は，外部からの電源が喪失した場合に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（7/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいてもその機能を損なわないように蓄電池を

内蔵した設計とする。 

②運転保安灯 

中央監視室の運転保安灯は，外部からの電源

が喪失した場合においてもその機能を損なわな

いように，非常用所内電源設備の非常用発電機

及び非常用無停電電源装置から電力を供給でき

る設計とし，制御第１室及び制御第４室の運転

保安灯は，非常用所内電源設備の非常用発電機

及び内蔵する蓄電池から電力を供給できる設計

とすることにより，外部からの電源が喪失した

場合においても連続して点灯することが可能な

設計とする。  

運転保安灯は，非常用所内電源設備の非常用無

停電電源装置又は内蔵する蓄電池から電力を供

給できる設計とすることにより，全交流電源喪

失時から重大事故等に対処する前までの間，点

灯することが可能な設計とする。 

 

（５）試験・検査 

照明設備は，ＭＯＸ燃料加工施設の運転中又

は停止中に、機能を確認する。また，安全機能

を維持するため，適切な保守及び修理を実施す

る。 

 

（６）評価 

① 外部からの電源が喪失した場合においてもそ

の機能を損なわないように蓄電池を内蔵した誘

導灯及び非常用照明を設けることで確実に避難

できる設計とする。 

② 中央監視室，制御第１室及び制御第４室は，

運転保安灯を設けることで設計基準事故が発生

した場合においても，事故対策のために必要な

作業をすることができる設計とする。 

 

添５ (ホ) ＭＯＸ燃料加工施設に関する「加工施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」への適合

性 

(１) 安全機能を有する施設 

⑫ 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十三条 加工施設には、次に掲げる設備を設けなけ

ればならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損

なわない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号

の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

ＭＯＸ燃料加工施設の建屋内には，安全避難通

路を設ける設計とする。また，安全避難通路に

は，必要に応じて，単純，明確，永続性のある標

識並びに非常用照明及び誘導灯を設け，その位置

を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（8/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別できる設計とする。 

第１項第２号について 

ＭＯＸ燃料加工施設には，照明用電源が喪失し

た場合においても機能を損なわない避難用照明と

して，誘導灯及び非常用照明を設ける設計とし，

誘導灯及び非常用照明は，非常用所内電源設備の

非常用発電機若しくは灯具に内蔵した蓄電池から

の給電により，外部からの電源が喪失した場合に

おいてもその機能を損なわない設計とする。 

第１項第３号について 

ＭＯＸ燃料加工施設には，昼夜及び場所を問わ

ず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事故対策のための作

業が可能となるよう，設計基準事故が発生した場

合に用いる作業用の照明（前号の避難用照明を除

く。）及びその専用の電源を設ける設計とする。  

ＭＯＸ燃料加工施設としては，設計基準事故が

発生した場合において，ＭＯＸ燃料加工施設の状

態を監視するために必要な中央監視室等には，運

転保安灯を設ける設計とし，必要な監視が確実に

行えるように非常用照明と同等以上の照度を有す

る設計とする。 

中央監視室の運転保安灯は，外部からの電源が

喪失した場合においてもその機能を損なわないよ

うに，非常用所内電源設備の非常用発電機及び非

常用無停電電源装置から電力を供給できる設計と

し，制御第１室及び制御第４室の運転保安灯は，

非常用所内電源設備の非常用発電機及び内蔵する

蓄電池から電力を供給できる設計とすることによ

り，外部からの電源が喪失した場合においても連

続して点灯することが可能な設計とする。 

運転保安灯は，非常用所内電源設備の非常用無

停電電源装置又は内蔵する蓄電池から電力を供給

できる設計とすることにより，全交流電源喪失時

から重大事故等に対処する前までの間，点灯する

ことが可能な設計とする。 

また，現場作業の緊急性との関連において，設

計基準事故の収束後の火災の鎮火確認等，現場作

業が必要となり，可搬型照明の準備に時間的猶予

がある場合には，中央監視室等に配備する可搬型

照明を活用する設計とする。 

これらの作業用の照明により，設計基準事故等で作業

が必要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確

保でき，昼夜及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設

で事故対策のための作業が可能となる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（9/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号

の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

(解釈) 

１．第 13条は、設計基準において想定される事象に

対して加工施設の安全性が損なわれない（安全機能

を有する施設が安全機能を損なわない。）ために必

要な重大事故等対処施設、設備等への措置を含む。 

 

３．第3号に規定する「設計基準事故が発生した場合

に用いる照明」とは、昼夜及び場所を問わず、加工

施設内で事故対策のための作業が生じた場合に、作

業が可能となる照明のことをいい、現場作業の緊急

性との関連において、仮設照明の準備に時間的猶予

がある場合には、仮設照明（可搬型）による対応を

含むものとする。 

新規要求事項のため記載なし。 ロ．加工施設の一般構造 

⑤ 安全避難通路等 

ＭＯＸ燃料加工施設には，その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に識別でき

る安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわない照明設備の

避難・誘導設備を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜

及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事

故対策のための作業が可能となるよう，避難・

誘導設備とは別に作業用の照明を設ける設計と

する。設計基準事故に対処するために，中央監

視室，制御第１室及び制御第４室（以下「中央

監視室等」という。）には，作業用の照明とし

て運転保安灯を設ける設計とする。中央監視室

の運転保安灯は，外部からの電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわないように，非

常用所内電源設備の非常用発電機及び非常用無

停電電源装置から電力を供給できる設計とし，

制御第１室及び制御第４室の運転保安灯は，非

常用所内電源設備の非常用発電機及び内蔵する

蓄電池から電力を供給できる設計とすることに

より，外部からの電源が喪失した場合において

も連続して点灯することが可能な設計とする。

また，現場作業の緊急性との関連において，可

搬型照明の準備に時間的猶予がある場合には，

可搬型照明を活用する。これらの設計において

は，設計基準において想定する事故に対して，

ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能が損なわれない

（安全機能を有する施設が安全機能を損なわな

い。）ために必要な重大事故等対処施設，設備

等への措置を含める。 

 
ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

(２) 照明設備 

① 構造 

照明設備は，避難に用いる避難・誘導設備並び

に事故が発生した場合の作業用の照明である運転

保安灯で構成し，避難・誘導設備は，人の立ち入

る区域から，出口に至る通路，階段及び踊り場に

設ける設計とする。また，避難・誘導設備は，外

部電源喪失時には，蓄電池から給電できる設計と

する。 

照明設備には本設備を運転する上で必要な盤類

を含む。 

② 主要な設備・機器の種類 

ａ．避難・誘導設備 

(ａ) 誘導灯 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋 

ⅱ．個数 

１式 

 (ｂ) 非常用照明 

ⅰ．設置場所 

燃料加工建屋 

ⅱ．個数 

・「設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号

の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源」につ

いては，新規要求事項のため許認可実績等に記載はな

い。 

したがって、適合方針では新規要求事項へ適合させる

ための追加を実施する。 

 

 

・解釈に記載の「必要な重大事故等対処施設等への措

置を含む」については、新規要求事項のため許認可実

績等に記載はない。 

したがって、適合方針では新規要求事項へ適合させる

ための追加を実施する。 

 

 

・解釈に記載の「昼夜及び場所を問わず，加工理施設

内での事故対策において作業が可能となる照明」「仮

設照明（可搬型）による対応を含む」については，新

規要求事項のため許認可実績等に記載はない。 

したがって、適合方針では新規要求事項へ適合させる

ための追加を実施する。 
 

【新規制基準の第13条第1項第3号要求による変更】 

規則解釈の新たな要求事項として，設計基準事故が発

生した場合に用いる照明及びその専用の電源に関する

要求事項を追加。 



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（10/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
１式 

ｂ．運転保安灯 

(ａ) 設置場所 

制御第１室，制御第４室及び中央監視室 

(ｂ) 個数 

１式 

 

添５ ト．その他の加工設備の付属施設 

(２) 照明設備 

（１）概要 

ＭＯＸ燃料加工施設には，その位置を明確か

つ恒久的に表示することにより容易に識別でき

る安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわない照明設備の

避難・誘導設備を設ける設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜

及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事

故対策のための作業が可能となるよう，避難・

誘導設備とは別に作業用の照明を設ける設計と

する。 

（２）設計方針 

①ＭＯＸ燃料加工施設には，人の立ち入る区

域から出口までの通路，階段及び踊り場を安全

避難通路として設定し，その位置を明確かつ恒

久的に表示することにより容易に識別できる設

計とする。 

避難・誘導設備として誘導灯及び非常用照明

を設ける設計とする。誘導灯及び非常用照明

は，外部からの電源が喪失した場合においても

その機能を損なわないように蓄電池を内蔵した

設計とする。 

②ＭＯＸ燃料加工施設には，設計基準事故等

が発生した場合に用いる照明として次のような

作業用の照明を設ける設計とする。また，作業

用の照明については，事故等で作業が必要とな

る場所及びアクセスルートの照明を確保でき，

昼夜及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設で

事故対策のための作業が生じた場合に作業が可

能な設計とする。 

（３）主要設備の仕様 

照明設備の主要設備の仕様を添５第 44表に示

す。 

（４）主要設備 

①避難・誘導設備 

  ａ．誘導灯 

消防法で規定される避難口及び避難通路に

は，避難・誘導設備として誘導灯を設ける設計

とする。誘導灯は，外部からの電源が喪失した

場合においてもその機能を損なわないように蓄

電池を内蔵した設計とする。 

ｂ．非常用照明 

建築基準法で規定される居室，居室から地上

へ至る通路，階段及び踊り場には，避難・誘導

設備として非常用照明を設ける設計とする。非

常用照明は，外部からの電源が喪失した場合に

おいてもその機能を損なわないように蓄電池を

内蔵した設計とする。 



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（11/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
②運転保安灯 

中央監視室の運転保安灯は，外部からの電源

が喪失した場合においてもその機能を損なわな

いように，非常用所内電源設備の非常用発電機

及び非常用無停電電源装置から電力を供給でき

る設計とし，制御第１室及び制御第４室の運転

保安灯は，非常用所内電源設備の非常用発電機

及び内蔵する蓄電池から電力を供給できる設計

とすることにより，外部からの電源が喪失した

場合においても連続して点灯することが可能な

設計とする。  

運転保安灯は，非常用所内電源設備の非常用無

停電電源装置又は内蔵する蓄電池から電力を供

給できる設計とすることにより，全交流電源喪

失時から重大事故等に対処する前までの間，点

灯することが可能な設計とする。 

 

（５）試験・検査 

照明設備は，ＭＯＸ燃料加工施設の運転中又

は停止中に、機能を確認する。また，安全機能

を維持するため，適切な保守及び修理を実施す

る。 

 

（６）評価 

① 外部からの電源が喪失した場合においてもそ

の機能を損なわないように蓄電池を内蔵した誘

導灯及び非常用照明を設けることで確実に避難

できる設計とする。 

② 中央監視室，制御第１室及び制御第４室は，

運転保安灯を設けることで設計基準事故が発生

した場合においても，事故対策のために必要な

作業をすることができる設計とする。 

 

添５ (ホ) ＭＯＸ燃料加工施設に関する「加工施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」への適合

性 

(１) 安全機能を有する施設 

⑫ 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十三条 加工施設には、次に掲げる設備を設けなけ

ればならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損

なわない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号

の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

ＭＯＸ燃料加工施設の建屋内には，安全避難通

路を設ける設計とする。また，安全避難通路に

は，必要に応じて，単純，明確，永続性のある標

識並びに非常用照明及び誘導灯を設け，その位置

を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識



 

事業許可基準規則第 13条と許認可実績・適合方針との比較表（12/12） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
別できる設計とする。 

第１項第２号について 

ＭＯＸ燃料加工施設には，照明用電源が喪失し

た場合においても機能を損なわない避難用照明と

して，誘導灯及び非常用照明を設ける設計とし，

誘導灯及び非常用照明は，非常用所内電源設備の

非常用発電機若しくは灯具に内蔵した蓄電池から

の給電により，外部からの電源が喪失した場合に

おいてもその機能を損なわない設計とする。 

第１項第３号について 

ＭＯＸ燃料加工施設には，昼夜及び場所を問わ

ず，ＭＯＸ燃料加工施設内で事故対策のための作

業が可能となるよう，設計基準事故が発生した場

合に用いる作業用の照明（前号の避難用照明を除

く。）及びその専用の電源を設ける設計とする。  

ＭＯＸ燃料加工施設としては，設計基準事故が

発生した場合において，ＭＯＸ燃料加工施設の状

態を監視するために必要な中央監視室等には，運

転保安灯を設ける設計とし，必要な監視が確実に

行えるように非常用照明と同等以上の照度を有す

る設計とする。 

中央監視室の運転保安灯は，外部からの電源が

喪失した場合においてもその機能を損なわないよ

うに，非常用所内電源設備の非常用発電機及び非

常用無停電電源装置から電力を供給できる設計と

し，制御第１室及び制御第４室の運転保安灯は，

非常用所内電源設備の非常用発電機及び内蔵する

蓄電池から電力を供給できる設計とすることによ

り，外部からの電源が喪失した場合においても連

続して点灯することが可能な設計とする。 

運転保安灯は，非常用所内電源設備の非常用無

停電電源装置又は内蔵する蓄電池から電力を供給

できる設計とすることにより，全交流電源喪失時

から重大事故等に対処する前までの間，点灯する

ことが可能な設計とする。 

また，現場作業の緊急性との関連において，設

計基準事故の収束後の火災の鎮火確認等，現場作

業が必要となり，可搬型照明の準備に時間的猶予

がある場合には，中央監視室等に配備する可搬型

照明を活用する設計とする。 

これらの作業用の照明により，設計基準事故等で作業

が必要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確

保でき，昼夜及び場所を問わず，ＭＯＸ燃料加工施設

で事故対策のための作業が可能となる設計とする。 

 




